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№ 議案番号 件          名 頁 

1 報告第２号 専決処分事項の承認について 1 

2 報告第３号 専決処分事項の承認について 15 

3 報告第４号 専決処分事項の承認について 33 

4 第 49号議案 吉川市介護福祉総合条例の一部を改正する条例 37 

5 第 50号議案 吉川市水道運営委員会条例の一部を改正する条例 39 

6 第 51号議案 吉川市税条例等の一部を改正する条例 41 

7 第 52号議案 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 
92 

8 第 53号議案 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 
98 

9 第 54号議案 吉川市保育所条例の一部を改正する条例 100 

10 第 55号議案 工事請負契約の締結について 102 

11 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦について 103 

12 第 56号議案 令和元年度吉川市一般会計補正予算（第１号） － 

13 第 57号議案 令和元年度吉川市下水道事業会計補正予算(第１号) － 
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報告第２号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成３０年度

吉川市一般会計補正予算（第６号）について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和元年５月３１日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

理由 

 都市計画道路越谷吉川線の県施工箇所に係る市負担金について、埼玉県から急きょ増額

が要請され、緊急に予算措置する必要が生じたため、平成３０年度吉川市一般会計補正予

算（第６号）を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第６号）（別紙） 

  平成３１年３月２８日 

吉川市長 中原恵人   
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別紙 

   平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第６号） 

 平成３０年度吉川市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，７６１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，４７０，３４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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   第１表　歳入歳出予算補正

 歳　入 (単位　千円)

18. 繰入金 699,166 861 700,027

1. 基金繰入金 628,720 861 629,581

21. 市債 2,816,147 29,900 2,846,047

1. 市債 2,816,147 29,900 2,846,047

23,439,580 30,761 23,470,341

計款 項 補正前の額 補 正 額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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   歳　出 (単位　千円)

7. 土木費 1,786,052 30,761 1,816,813

3. 都市計画費 1,228,149 30,761 1,258,910

23,439,580 30,761 23,470,341

補 正 額 計款 項 補正前の額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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  第２表　地方債補正

１．変更

普通貸借
又は

証券発行

　年5.0％以
内
（ただし、
利率見直し
方式で借入
れるものに
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金
については
その融資条
件により、
県、組合、
銀行等の場
合はその債
権者と協定
又は定めら
れた融資条
件による。
ただし、市
財政その他
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、繰上償
還又は低利
債に借換え
することが
できる。

償還の方法

千円 千円

都市計画街路整備事
業債

178,300
普通貸借
又は

証券発行

　年5.0％以
内
（ただし、
利率見直し
方式で借入
れるものに
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金
については
その融資条
件により、
県、組合、
銀行等の場
合はその債
権者と協定
又は定めら
れた融資条
件による。
ただし、市
財政その他
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、繰上償
還又は低利
債に借換え
することが
できる。

208,200

起債の目的
補　正　前 補　正　後

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率
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 １　総　括

 歳　入 （単位　千円）

18. 繰入金 699,166 861 700,027

21. 市債 2,816,147 29,900 2,846,047

23,439,580 30,761 23,470,341

款 計補正前の額 補　正　額

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳　　入　　合　　計
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7. 土木費 1,786,052 30,761 1,816,813

23,439,580 30,761 23,470,341

款

歳　　　出　　　合　　　計

 歳　出

計補　正　額補正前の額
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（単位　千円）

29,900 861

29,900 861

その他
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

国県支出金 地方債
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  ２　歳　入

(款)18.繰入金 (項) 1.基金繰入金

 1. 財政調整基金繰入金 28,520 861 29,381

628,720 861 629,581

(款)21.市債 (項) 1.市債

 4. 土木債 450,500 29,900 480,400

2,816,147 29,900 2,846,047

計

計

目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位　千円）

 1. 財政調整基金繰入金 861 財政調整基金繰入金 861

 3. 都市計画事業債 29,900 都市計画街路整備事業債 29,900

区　　分
説　　　　　　明

節

金　　額
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  ３　歳　出

(款) 7.土木費 (項) 3.都市計画費

 5. 都市計画街 200,216 30,761 230,977 29,900 861

路整備事業

費

1,228,149 30,761 1,258,910 29,900 861計

特　定　財　源
一般財源

地方債 その他

計

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額

国県支出金
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（単位　千円）

19. 負担金補助及 30,761 10.都市計画街路整備事業 30,761

び交付金   19 負担金補助及び交付金 30,761

　　　越谷吉川線街路整備事業負担金 30,761

節

説　　   明
区　　分 金   額
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当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度中 元金
償 還 見 込 額

普 通 債 6,764,693 11,024,915 1,243,300 967,039 11,301,176

① 総 務 38,950 1,887,728 0 93,762 1,793,966

② 民 生 87,195 159,077 87,400 12,412 234,065

③ 衛 生 360 19,980 16,000 180 35,800

④ 農 林 水 産 65,578 126,474 28,300 7,648 147,126

⑤ 土 木 1,718,492 1,778,540 450,200 242,038 1,986,702

⑥ 消 防 464,237 415,951 104,000 48,933 471,018

⑦ 教 育 4,389,881 6,637,165 557,400 562,066 6,632,499

そ の 他 9,482,773 9,573,589 979,847 879,434 9,674,002

①
減 税
補 て ん 債

350,111 279,265 0 71,579 207,686

②
臨 時 税 収
補 て ん 債

15,652 0 0 0 0

③
臨 時 財 政
対 策 債

9,117,010 9,294,324 979,847 807,855 9,466,316

16,247,466 20,598,504 2,223,147 1,846,473 20,975,178

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

1.

２．

合　　　　　計

地方債の前々年度末及び 前年 度末 にお ける 現在 高並 びに

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

（単位　千円）

区 分
前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込
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報告第３号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市税条例

の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求める。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３月２９日に

公布されたことに伴い、緊急に吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）を改正す

る必要が生じたため、平成３１年３月２９日に吉川市税条例の一部を改正する条例を専決

処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  平成３１年３月２９日 

                       吉川市長 中原恵人 
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 吉川市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

吉川市長 

吉川市条例第１０号 

   吉川市税条例の一部を改正する条例 

 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項号」と

いう。）に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び

号（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移動項号を当該移動後条

項等とし、移動項号に対応する移動後条項等が存在しない場合には、当該移動項号（以下

「削除項号」という。）を削り、移動後条項等に対応する移動項号が存在しない場合には、

当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに削除項号を除く。以

下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及

び号の表示並びに追加条項等を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該

改正後部分を加える。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線

で囲まれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金若しくは埼玉県税条例（昭和２５年

埼玉県条例第３８号）第２５条の２第３号に掲

げるものに対する寄附金を支出した場合には、

法第３１４条の７第１項に規定するところによ

 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に

法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金若しくは埼玉県税条例（昭和２５年

埼玉県条例第３８号）第２５条の２第３号に掲

げるものに対する寄附金を支出した場合におい

ては、法第３１４条の７第１項に規定するとこ
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り控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同

条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出

した場合にあっては、当該控除すべき金額に特

例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第３４条の３

及び前条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当

該控除額は、当該所得割の額に相当する金額と

する。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１

１項（法附則第５条の６第２項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に定めると

ころにより計算した金額とする。 

 

   附 則 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から平成４５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から平成３３年ま

での各年である場合に限る。）において、前条

第１項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第５項（同条第７項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

ろにより控除すべき額（当該納税義務者が前年

中に同項第１号に掲げる寄附金を支出した場合

にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額

を加算した金額。以下この項において「控除

額」という。）をその者の第３４条の３及び前

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

するものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第２

項（法附則第５条の６第２項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

 

   附 則 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から平成４３年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から平成３３年ま

での各年である場合に限る。）において、前条

第１項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 
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２ 前項の規定の適用がある場合における第３４

条の８及び第３４条の９第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに附則第７条の３の２第１項」

と、第３４条の９第１項中「前３条」とあるの

は「前３条並びに附則第７条の３の２第１項」

とする。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用す

る。 

 (1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分

の第３６条の２第１項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第３６条の３第１項

の確定申告書を含む。）に租税特別措置法第

４１条第１項に規定する住宅借入金等特別税

額控除額の控除に関する事項の記載がある場

合（これらの申告書にその記載がないことに

ついてやむを得ない理由があると市長が認め

る場合を含む。） 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適

用を受けようとする年度の初日の属する年の

１月１日現在において法第３１７条の６第１

項の規定によって給与支払報告書を提出する

義務がある者から第３６条の２第１項に規定

する給与の支払を受けている者であって、前

年中において給与所得以外の所得を有しなか

ったものが、前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条の２の２の規定の適用を受け

ている場合 

３ 第１項の規定の適用がある場合における第３

４条の８及び第３４条の９第１項の規定の適用

については、第３４条の８中「前２条」とある

のは「前２条並びに附則第７条の３の２第１

項」と、第３４条の９第１項中「前３条」とあ

るのは「前３条並びに附則第７条の３の２第１

項」とする。 
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 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場

合に該当する場合又は第３４条の３第２項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び

課税山林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、附則第

１６条の３第１項、附則第１６条の４第１項、

附則第１７条第１項、附則第１８条第１項、附

則第１９条第１項、附則第１９条の２第１項又

は附則第２０条第１項の規定の適用を受けると

きは、第３４条の７第２項に規定する特例控除

額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条

の５第２項（法附則第５条の６第２項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に定

めるところにより計算した金額とする。 

 

 （個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の

特例等） 

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例

対象寄附者（次項において「申告特例対象寄附

者」という。）は、当分の間、第３４条の７第

１項及び第２項の規定により控除すべき金額の

控除を受けようとする場合には、第３６条の２

第４項の規定による申告書の提出（第３６条の

３の規定により当該申告書が提出されたものと

みなされる所得税法第２条第１項第３７号に規

定する確定申告書の提出を含む。）に代えて、

 

 （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合

に該当する場合又は第３４条の３第２項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額を有しない場合であって、当該

納税義務者の前年中の所得について、附則第１

６条の３第１項、附則第１６条の４第１項、附

則第１７条第１項、附則第１８条第１項、附則

第１９条第１項、附則第１９条の２第１項又は

附則第２０条第１項の規定の適用を受けるとき

は、第３４条の７第２項に規定する特例控除額

は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の

５第２項（法附則第５条の６第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に定め

るところにより計算した金額とする。 

 

 （個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特

例等） 

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例

対象寄附者（次項において「申告特例対象寄附

者」という。）は、当分の間、第３４条の７第

１項及び第２項の規定によって控除すべき金額

の控除を受けようとする場合には、第３６条の

２第４項の規定による申告書の提出（第３６条

の３の規定により当該申告書が提出されたもの

とみなされる所得税法第２条第１項第３７号に

規定する確定申告書の提出を含む。）に代え
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法第３１４条の７第２項に規定する特例控除対

象寄附金（以下この項及び次条において「特例

控除対象寄附金」という。）を支出する際、法

附則第７条第８項から第１０項までに規定する

ところにより、特例控除対象寄附金を受領する

都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長

（次項及び第３項において「都道府県知事等」

という。）に対し、同条第８項に規定する申告

特例通知書（以下この条において「申告特例通

知書」という。）を送付することを求めること

ができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求

め（以下この条において「申告特例の求め」と

いう。）を行った申告特例対象寄附者は、当該

申告特例の求めを行った日から賦課期日までの

間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項

に変更があったときは、同条第９項に規定する

申告特例対象年（次項において「申告特例対象

年」という。）の翌年の１月１０日までに、当

該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対

し、施行規則で定めるところにより、当該変更

があった事項その他施行規則で定める事項を届

け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、

申告特例対象年の翌年の１月３１日までに、法

附則第７条第１０項の規定により申請書に記載

された当該申告特例の求めを行った者の住所

（同条第１１項の規定により住所の変更の届出

があったときは、当該変更後の住所）の所在地

の市町村長に対し、施行規則で定めるところに

て、法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄

附金（以下この項及び次条において「地方団体

に対する寄附金」という。）を支出する際、法

附則第７条第８項から第１０項までに規定する

ところにより、地方団体に対する寄附金を受領

する地方団体の長に対し、同条第８項に規定す

る申告特例通知書（以下この条において「申告

特例通知書」という。）を送付することを求め

ることができる。 

 

 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求

め（以下この条において「申告特例の求め」と

いう。）を行った申告特例対象寄附者は、当該

申告特例の求めを行った日から賦課期日までの

間に法附則第７条第１０項第１号に掲げる事項

に変更があったときは、同条第９項に規定する

申告特例対象年（次項において「申告特例対象

年」という。）の翌年の１月１０日までに、当

該申告特例の求めを行った地方団体の長に対

し、施行規則で定めるところにより、当該変更

があった事項その他施行規則で定める事項を届

け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申

告特例対象年の翌年の１月３１日までに、法附

則第７条第１０項の規定により申請書に記載さ

れた当該申告特例の求めを行った者の住所（同

条第１１項の規定により住所の変更の届出があ

ったときは、当該変更後の住所）の所在地の市

町村長に対し、施行規則で定めるところによ
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より、申告特例通知書を送付しなければならな

い。 

４ 略 

 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当

該納税義務者について前条第３項の規定による

申告特例通知書の送付があった場合（法附則第

７条第１３項の規定によりなかったものとみな

される場合を除く。）には、法附則第７条の２

第４項に規定するところにより控除すべき額

を、第３４条の７第１項及び第２項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２～４ 略 

５ 法附則第１５条第１９項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１９項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第３号に規定する市

り、申告特例通知書を送付しなければならな

い。 

４ 略 

 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に地方団体に対する寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第３項の規定

による申告特例通知書の送付があった場合（法

附則第７条第１３項の規定によりなかったもの

とみなされる場合を除く。）においては、法附

則第７条の２第４項に規定するところにより控

除すべき額を、第３４条の７第１項及び第２項

の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。 

 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ 略 

２～４ 略 

５ 法附則第１５条第１８項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域で施行され

た同法第２５条に規定する認定事業により取得

したものにあっては、２分の１）とする。 

６ 法附則第１５条第３２項第１号に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３２項第２号に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第３２項第３号に規定する市



23 

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３８項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第４０項に規定する市の条

例で定める割合は、５分の４とする。 

１１ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４５項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第４７項に規定する市の条

例で定める割合は、零とする。 

 

 

 

 

 

 

１４ 略 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～５ 略 

６ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、当該

年度の初日の属する年の１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申告書に令附則第１２条

第１６項に規定する従前の家屋について移転補

償金を受けたことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３７項に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条

例で定める割合は、５分の４とする。 

１１ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第４４項に規定する市の条

例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第４６項に規定する市の条

例で定める割合は、零（生産性の向上に重点的

に取り組むべき業種として同意導入促進基本計

画（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第

２５号）第３８条第２項に規定する同意導入促

進基本計画をいう。）に定める業種に属する事

業の用に供する法附則第１５条第４７項に規定

する機械装置等にあっては、零）とする。 

１４ 略 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1)～(6) 略 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号の

いずれに該当するかの別 

 (5) 略 

 (6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附

 

 

 

 

 

 

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１７項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1)～(6) 略 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 令附則第１２条第２１項に掲げる者に該当

する者の住所、氏名及び当該者が同項各号の

いずれに該当するかの別 

 (5) 略 

 (6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附



25 

則第１２条第２４項に規定する補助金等、居

宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

 (7) 略 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 略 

１０ 略 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定

する特定熱損失防止改修住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 (6) 略 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

則第１２条第２２項に規定する補助金等、居

宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

 (7) 略 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第２９項に規定する補助金等 

 (6) 略 

９ 略 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定

する特定熱損失防止改修住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第１２条第２９項に規定する補助金等 

 (6) 略 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適
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合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１３項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) 略 

１３ 略 

 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第１６条 平成１８年３月３１日までに初めて道

路運送車両法第６０条第１項後段の規定による

車両番号の指定（次項から第４項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた法附

則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動

車に対する平成３１年度分の軽自動車税に係る

第８２条の規定の適用については、当分の間、

同条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

略 

 

 

 

 

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１３項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１７項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) 略 

１２ 略 

 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（以下この条において「初回

車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して１４年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、同条第２号ア中次の表

の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規

定する３輪以上の軽自動車に対する第８２条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成２

８年４月１日から平成２９年３月３１日までの
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間に初回車両番号指定を受けた場合において、

平成２９年度分の軽自動車税に限り、同条第２

号ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規

定する３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機

関の燃料として用いるものに限る。以下この条

（第５項を除く。）において同じ。）に対する

第８２条の規定の適用については、当該軽自動

車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

において、平成２９年度分の軽自動車税に限

り、同条第２号ア中次の表の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に規

定する３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用

を受けるものを除く。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２８

年４月１日から平成２９年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、平
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２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（ガソリンを内燃機関

の燃料として用いるものに限る。以下この項及

び次項において同じ。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

成２９年度分の軽自動車税に限り、同条第２号

ア中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、同条第２号

ア中第２項の表の左欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０
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年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除く。）に対する第８２条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成２９年

４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年

度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、同条第２号

ア中第３項の表の左欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除く。）に対する第８２条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成２９年

４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年

度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア

中第４項の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 
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５，０００円 ３，８００円 

 

 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第

４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をする

ものとする。 

２～４ 略 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 略 

２及び３ 略 

４ 法附則第５６条第９項の規定により特定被災

共用土地とみなされた特定仮換地等（以下この

項において「特定仮換地等」という。）に係る

固定資産税額の按分の申出については、前項中

「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは

「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共

用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、

「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換

地等に対応する従前の土地である特定被災共用

土地に」とする。 

  

 

 

 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第

７項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第

１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をする

ものとする。 

２～４ 略 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 略 

２及び３ 略 

４ 法附則第５６条第９項の規定により特定被災

共用土地とみなされた仮換地等（以下この項に

おいて「仮換地等」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出については、前項の規定を準

用する。この場合において、同項中「特定被災

共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納

税義務者」と、「特定被災共用土地の」とある

のは「仮換地等の」と、「特定被災共用土地

に」とあるのは「仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 

  

 

   附 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第３４条の７の改正、

附則第７条の４、第９条第１項から第３項まで及び第９条の２の改正並びに次条第２

項から第４項までの規定は、平成３１年６月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の吉川市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成３２年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成３２年

度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項

第１号に掲げる寄附金（平成３１年

６月１日前に支出したものに限

る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４

条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（平成３１年６月１日前に支出した

ものに限る。） 

送付 送付又は吉川市税条例の一部を改正

する条例（平成３１年吉川市条例第

１０号）附則第２条第４項の規定に

よりなお従前の例によることとされ

る同条例による改正前の吉川市税条

例附則第９条第３項の規定による同

条第１項に規定する申告特例通知書
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の送付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前

条ただし書に規定する規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法

律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規定

による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定

する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支

出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲

げる寄附金については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動車税につい

て適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 
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報告第４号 

   専決処分事項の承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、吉川市都市計

画税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が平成３１年３月２９日に

公布されたことに伴い、緊急に吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）

を改正する必要が生じたため、平成３１年３月２９日に吉川市都市計画税条例の一部を改

正する条例を専決処分したものである。 
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      専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分する。 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  平成３１年３月２９日 

                       吉川市長 中原恵人 
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吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

吉川市長 

吉川市条例第１１号 

   吉川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 吉川市都市計画税条例（平成２０年吉川市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

   附 則 

 

（法附則第１５条第１９項の条例で定める割

合） 

 

（法附則第１５条第１８項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第１９項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１９項に規定する市の条例で定

める割合は、２分の１）とする。 

２ 法附則第１５条第１８項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の３（都市再生特別措置

法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に

規定する特定都市再生緊急整備地域で施行され

た同法第２５条に規定する認定事業により取得

したものにあっては、２分の１）とする。 

 

（法附則第１５条第４０項の条例で定める割

合） 

 

（法附則第１５条第３９項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第４０項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の４とする。 

３ 法附則第１５条第３９項に規定する市の条例

で定める割合は、５分の４とする。 

  

（読替規定） （読替規定） 

１８ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８

項、第１９項、第２１項から第２５項まで、第

１８ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１７

項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第
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２７項、第２８項、第３２項、第３６項、第４

０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４

８項から第５０項まで、第１５条の２第２項又

は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３

４項」とあるのは「若しくは第３４項又は法附

則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

２６項、第２７項、第３１項、第３５項、第３

９項、第４２項、第４４項、第４５項若しくは

第４８項、第１５条の２第２項又は第１５条の

３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に

限り、第２条第２項中「又は第３４項」とある

のは「若しくは第３４項又は法附則第１５条か

ら第１５条の３まで」とする。 

  

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の吉川市都市計画税条例の規定は、平成３１年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、平成３０年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。 

  



37 

第４９号議案 

   吉川市介護福祉総合条例の一部を改正する条例 

 吉川市介護福祉総合条例（平成１２年吉川市条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた項を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （保険料率） 

第１３条 平成３０年度から令和２年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる介

護保険法第９条第１号に規定する第１号被保険

者（以下「第１号被保険者」という。）の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1)～(11) 略 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和

２年度の各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２１，７９８円とする。 

 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度及び令和２年度の各年度における保険

料率について準用する。この場合において、前

項中「２１，７９８円」とあるのは、「３０，

５１７円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

 

 （保険料率） 

第１３条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げる

介護保険法第９条第１号に規定する第１号被保

険者（以下「第１号被保険者」という。）の区

分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1)～(11) 略 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る平成３０年度から平

成３２年度までの各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２６，１５７円とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


38 

令和元年度及び令和２年度の各年度における保

険料率について準用する。この場合において、

第２項中「２１，７９８円」とあるのは、「４

２，１４２円」と読み替えるものとする。 

  

 

 

 

 

  

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市介護福祉総合条例（以下「改正後

の条例」という。）は、平成３１年４月１日から適用する。 

 （介護保険料の適用区分） 

２ 改正後の条例第１３条の規定は、令和元年度以後の年度分の介護保険料について適用

し、平成３０年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に伴い、同令第３９条第１

項第１号、第２号及び第３号に掲げる者の保険料率を減額するとともに、所要の整備をし

たいので、この案を提出するものである。 
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第５０号議案 

   吉川市水道運営委員会条例の一部を改正する条例 

 吉川市水道運営委員会条例（昭和３９年吉川町条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応

する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存

在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しな

い場合には、当該移動後号を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （組織） 

第３条 略 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市

長が委嘱する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 略 

(3) 略 

  

 

 （組織） 

第３条 略 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市

長が委嘱する。 

 

(1) 略 

(2) 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （任期の特例） 

２ この条例の施行後最初に委嘱する委員（この条例による改正後の吉川市水道運営委員

会条例第３条第２項第１号に掲げる委員に限る。）の任期は、第５条第１項本文の規

定にかかわらず、令和２年８月８日までとする。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 
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 水道施設等の更新を進め、持続可能な水道事業を実現するため、吉川市水道運営委員会

に知識経験を有する者を加えたいので、この案を提出するものである。 
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第５１号議案 

   吉川市税条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移

動条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引

かれた条、項及び号（以下「移動後条項等」という。）が存在する場合には、当該移

動条項等を当該移動後条項とし、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場

合には、当該移動後条項等（以下「追加条項等」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示を除く。以下この条

において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

（条、項及び号の表示並びに追加条項等を除く。以下この条において「改正後部分」

という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

（個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、市民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を

除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児

童扶養者（これらの者の前年の合計所得金額

が１，３５０，０００円を超える場合を除

く。） 

２ 略 

 

 （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、市民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を

除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住

所を有しない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これら

の者の前年の合計所得金額が１，３５０，０

００円を超える場合を除く。） 

 

２ 略 
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 （市民税の申告） 

第３６条の２ 略 

２～５ 略 

６ 第１項又は前項の場合において、前年におい

て支払を受けた給与で所得税法第１９０条の規

定の適用を受けたものを有する者で市内に住所

を有するものが、第１項の申告書を提出すると

きは、法第３１７条の２第１項各号に掲げる事

項のうち施行規則で定めるものについては、施

行規則で定める記載によることができる。 

７ 略 

８ 略 

９ 略 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当す

 

 （市民税の申告） 

第３６条の２ 略 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

６ 略 

７ 略 

８ 略 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項の

給与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 



43 

る場合には、その旨 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養

親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶

養者である者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得

税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等の支払者（以下この条において「公的年金等

支払者」という。）から毎年最初に公的年金等

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に

該当する場合には、その旨 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 

２～５ 略 

 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の５第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き同項の公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎年

最初に同項に規定する公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 (1)及び(2) 略 

 

 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、施行規則で定

める事項 
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２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項に規定

する申告書を公的年金等支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的年金等支払

者を経由して提出した同項又は法第３１７条の

３の３第１項に規定する申告書に記載した事項

と異動がないときは、公的年金等受給者は、当

該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６

第２項に規定する国税庁長官の承認を受けてい

る場合に限り、施行規則で定めるところによ

り、前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した同項又は法第３１７条の３の３

第１項に規定する申告書を提出することができ

る。 

３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の６第６項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

５ 略 

 

 （市民税に係る不申告に関する過料） 

第３６条の４ 市民税の納税義務者が第３６条の

２第１項、第２項若しくは第３項の規定により

提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出し

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項に規定

する申告書を公的年金等支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的年金等支払

者を経由して提出した同項又は法第３１７条の

３の３第１項に規定する申告書に記載した事項

と異動がないときは、公的年金等受給者は、当

該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５

第２項に規定する国税庁長官の承認を受けてい

る場合に限り、施行規則で定めるところによ

り、前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した同項又は法第３１７条の３の３

第１項に規定する申告書を提出することができ

る。 

３ 略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の５第５項に規定する納

税地の所轄税務署長の承認を受けている場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

５ 略 

 

 （市民税に係る不申告に関する過料） 

第３６条の４ 市民税の納税義務者が第３６条の

２第１項、第２項若しくは第３項の規定によっ

て提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出
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なかった場合又は同条第８項若しくは第９項の

規定により申告すべき事項について正当な理由

がなくて申告をしなかった場合には、その者に

対し、１００，０００円以下の過料を科する。 

 

２及び３ 略 

 

   附 則 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和４年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和３年まで

の各年である場合に限る。）において、前条第

しなかった場合又は同条第７項若しくは第８項

の規定によって申告すべき事項について正当な

理由がなくて申告をしなかった場合において

は、その者に対し、１００，０００円以下の過

料を科する。 

２及び３ 略 

 

   附 則 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から平成３４年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の

４第３項の規定に該当する場合における第３４

条の２の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から平成４５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から平成３３年ま

での各年である場合に限る。）において、前条
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１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第６項（同条第９項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第３

６条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税

の所得割の額を免除する。 

２及び３ 略 

 

 （土地に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例に関す

る用語の意義） 

第１１条 略 

第１項の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税義

務者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から平成３３年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第

４項に規定する場合において、第３６条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第

３６条の３第１項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。 

２及び３ 略 

 

 （土地に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例に関

する用語の意義） 

第１１条 略 
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 （令和元年度又は令和２年度における土地の価

格の特例） 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項

に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度

分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合

における当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令

和元年度分又は令和２年度分の固定資産税に限

り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２

第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元

年度適用土地又は令和元年度類似適用土地であ

って、令和２年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第６１条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第１７条の２第２項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。 

 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

 

 （平成３１年度又は平成３２年度における土地

の価格の特例） 

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、市長が土

地の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項

に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度

分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合

における当該土地に対して課する固定資産税の

課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、平

成３１年度分又は平成３２年度分の固定資産税

に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条

の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土

地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３

１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地

であって、平成３２年度分の固定資産税につい

て前項の規定の適用を受けないこととなるもの

に対して課する同年度分の固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、修正され

た価格（法附則第１７条の２第２項に規定する

修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に

登録されたものとする。 

 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から平成

３２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、当
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宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３の２の規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同

条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお

いて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分の宅

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は

法附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３の２の規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下

「宅地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の
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税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額を超える場合には、同項の規定にかかわ

らず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分の宅

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の

２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額に

満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る

前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産

課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額を超える場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

固定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、前年度分の固定資産税の課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定
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税額（以下「商業地等据置固定資産税額」とい

う。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等調整固定資産税額」という。）とする。 

 

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律３号）附則第２２条第１項の

規定に基づき、平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税については、法附則

第１８条の３の規定を適用しないこととする。 

 

 

 （農地に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度

資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」

という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成３０年

度から平成３２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等調整固定資産税額」という。）とする。 

 

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律３号）附則第２２条第１項の

規定に基づき、平成３０年度から平成３２年度

までの各年度分の固定資産税については、法附

則第１８条の３の規定を適用しないこととす

る。 

 

 （農地に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年



51 

分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

略 

 

第１３条の３ 市街化区域農地に係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資産税

の額は、前条の規定により算定した当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税

に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額

に１００分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

市街化区域農地であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街

化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資

度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に

掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

略 

 

第１３条の３ 市街化区域農地に係る平成３０年

度から平成３２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、前条の規定により算定した当該市街

化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１

の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定
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産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産税

額」という。）を超える場合には、当該市街化

区域農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該

市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街

化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格の３分の１の額に１０分

の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける市街化区域農地であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税

額とする。 

 

 （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条

の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用がある宅地

等を除く。）に対して課する平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の特別土地保有税に

ついては、第１３７条第１号及び第１４０条の

５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る平成３０年度から平成３２年度までの各年

度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当

該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に１０

分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税

額とする。 

 

 （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条

の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用がある宅地

等を除く。）に対して課する平成３０年度から

平成３２年度までの各年度分の特別土地保有税

については、第１３７条第１号及び第１４０条

の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準と
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るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定

資産税に係る附則第１２条第１項から第５項ま

でに規定する課税標準となるべき額」とする。 

 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から令

和３年３月３１日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第１３７

条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準

となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合における課税

標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗

じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項

に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３

８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合にお

ける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

３～５ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条

第４項において準用する場合を含む。）に掲げ

る３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該

３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和２年９月３０日までの間（附則第１

５条の６第３項において「特定期間」とい

う。）に行われたときに限り、第８０条第１項

なるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固

定資産税に係る附則第１２条第１項から第５項

までに規定する課税標準となるべき額」とす

る。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から平

成３３年３月３１日までの間にされたものに対

して課する特別土地保有税については、第１３

７条第２号中「不動産取得税の課税標準となる

べき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標

準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における課

税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を

乗じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１

項に規定する価格」とあるのは「令第５４条の

３８第１項に規定する価格（法附則第１１条の

５第１項の規定の適用がないものとした場合に

おける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

３～５ 略 
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の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２の２ 略 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）又は法

第４５１条第１項若しくは第２項（これらの規

定を同条第４項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該

当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦

課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、

その納付すべき額について不足額があることを

附則第１５条の４の規定により読み替えられた

第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限）後にお

いて知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が

偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

 

 

 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の２ 略 
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り消したことによるものであるときは、当該申

請をした者又はその一般承継人を当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９

条の１１の規定によりその例によることとされ

た法第１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、軽自動車税の環境性能割に関する規定を

適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 略 

略 

２ 略 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用の

ものに対する第８１条の４（第２号に係る部分

に限る。）及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたとき

に限り、これらの規定中「１００分の２」とあ

るのは、「１００分の１」とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の６ 略 

略 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた月から起算して１４年を経過
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年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

略 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲

げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソ

リン軽自動車（以下この項及び次項において

「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以

上のものに対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年

した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割に係る第８２条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

略 

３ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成２９

年４月１日から平成３０年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする 
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度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲

げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に

対する第８２条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令

和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度

分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額

について不足額があることを第８３条第２項の

 

 

 

略 

４ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除く。）に対する第８２条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成２９年

４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年

度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成

３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

略 

 

 

第１６条の２ 削除 
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納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の

認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の

手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによるも

のであるときは、当該申請をした者又はその一

般承継人を賦課期日現在における当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及

び第８８条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和２年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から平成３２年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第

３１条第１項に規定する土地等をいう。以下こ

の条において同じ。）の譲渡（同項に規定する

譲渡をいう。以下この条において同じ。）をし

た場合において、当該譲渡が優良住宅地等のた
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の譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地

のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。 

３ 略 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 略 

めの譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除

く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割の額

は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額に相当する額とする。 

 (1)及び(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市

民税の所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かったものとみなす。 

３ 略 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 略 
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２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける

土地に係る平成２４年度から令和３年度までの

各年度分の固定資産税については、第７４条及

び第７４条の２の規定は、適用しない。 

３及び４ 略 

 

 （個人の市民税の税率の特例等） 

第２３条 平成２６年度から令和５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率

は、第３１条第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する額に５００円を加算した額とする。 

  

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける

土地に係る平成２４年度から平成３３年度まで

の各年度分の固定資産税については、第７４条

及び第７４条の２の規定は、適用しない。 

３及び４ 略 

 

 （個人の市民税の税率の特例等） 

第２３条 平成２６年度から平成３５年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率

は、第３１条第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する額に５００円を加算した額とする。 

  

 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第２条 吉川市税条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第５項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４

 

   附 則 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４
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年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２～４ 略 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用

のものに対する第８２条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第５項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２及び３ 略 

年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

２～４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２及び３ 略 
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 （吉川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 吉川市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年吉川市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６

５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻

たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、吉川

市税条例第９５条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 平成３０年４月１日から令和元年９月３０

日まで １，０００本につき４，０００円 

３～１２ 略 

１３ 令和元年１０月１日前に地方税法第４６５

条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規

定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻た

ばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又は小売販売業者がある場合におい

て、これらの者が所得税法等改正法附則第５２

 

   附 則 

 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６

５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻

たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、吉川

市税条例第９５条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 平成３０年４月１日から平成３１年９月３

０日まで １，０００本につき４，０００円 

３～１２ 略 

１３ 平成３１年１０月１日前に地方税法第４６

５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻

たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売

販売業者等又は小売販売業者がある場合におい

て、これらの者が所得税法等改正法附則第５２
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条第１２項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものとみな

して同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売

販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持され

るものに限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，

０００本につき１，６９２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規

定により市たばこ税を課する場合について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第５項 略 

略 令和元年１０月３１日 

第６項 略 令和２年３月３１日 

略 

  

条第１２項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものとみな

して同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売

販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である

場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持され

るものに限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，

０００本につき１，６９２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規

定により市たばこ税を課する場合について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。 

第５項 略 

略 平成３１年１０月３１日 

第６項 略 平成３２年３月３１日 

略 

  

 

 （吉川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 吉川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年吉川市条例第２１号）の一部
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を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中網掛け部分（以下この条において「改正部分」という。）に対

応する同表の改正後の欄中網掛け部分（以下この条において「改正後部分」という。）

が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改

正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部

分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

  次の表の改正前の欄の表中線で囲まれた表を削り、次の表の改正後の欄の表中線で囲

まれた表を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に

下線が引かれた条、項及び号（以下この条にお

いて「移動条項等」という。）に対応する同表

の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示

に下線が引かれた条、項、号及び号の細目（以

下この条において「移動後条項等」という。）

が存在する場合には、当該移動条項等を当該移

動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後

条項等が存在しない場合には、当該移動条項等

（以下この条において「削除条項等」とい

う。）を削り、移動後条項等に対応する移動条

項等が存在しない場合には、当該移動後条項等

（以下この条において「追加条項等」とい

う。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（条、項及び号の表示並びに削除条項等を除

 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第

３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に

下線が引かれた条、項及び号（以下この条にお

いて「移動条項等」という。）に対応する同表

の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示

に下線が引かれた条、項、号及び号の細目（以

下この条において「移動後条項等」という。）

が存在する場合には、当該移動条項等を当該移

動後条項等とし、移動条項等に対応する移動後

条項等が存在しない場合には、当該移動条項等

（以下この条において「削除条項等」とい

う。）を削り、移動後条項等に対応する移動条

項等が存在しない場合には、当該移動後条項等

（以下この条において「追加条項等」とい

う。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分

（条、項及び号の表示並びに削除条項等を除
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く。以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引

かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並

びに追加条項等を除く。以下この条において

「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には当該改正部分を削り、改正後部分に対応す

る改正部分が存在しない場合には、当該改正後

部分を加える。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部

分（以下この条において「改正表」という。）

に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲

まれた部分（以下この条において「改正後表」

という。）が存在する場合には、当該改正表を

当該改正表とし、改正表に対応する改正後表が

存在しない場合には、当該改正表を削り、改正

後表に対応する改正表が存在しない場合には、

当該改正後表を加える。 

 

改正後 改正前 

 

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

 

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

く。以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引

かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並

びに追加条項等を除く。以下この条において

「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改

正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には当該改正部分を削り、改正後部分に対応す

る改正部分が存在しない場合には、当該改正後

部分を加える。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部

分（以下この条において「改正表」という。）

に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲

まれた部分（以下この条において「改正後表」

という。）が存在しない場合には、当該改正表

を削り、改正後表に対応する改正表が存在しな

い場合には、当該改正後表を加える。 

 

 

 

改正後 改正前 

 

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第

 

略 

 

 （法人の市民税の申

告納付） 

第４８条 市民税を申

告納付する義務があ

る法人は、法第３２

１条の８第１項、第
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２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書（第１０

項、第１１項及び第

１３項において「納

税 申 告 書 」 と い

う。）を、同条第１

項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

２～９ 略 

１０ 法第３２１条の

８第４２項に規定す

２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書を、同条第

１項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

 

 

 

 

２～９ 略 

 

 

２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書（第１０項

及び第１１項におい

て「納税申告書」と

いう。）を、同条第

１項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

 

２～９ 略 

１０ 法第３２１条の

８第４２項に規定す

２項、第４項、第１

９項、第２２項及び

第２３項の規定によ

る申告書を、同条第

１項、第２項、第４

項、第１９項及び第

２３項の申告納付に

あってはそれぞれこ

れらの規定による納

期限までに、同条第

２２項の申告納付に

あっては遅滞なく市

長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又

は同条第１項後段及

び第３項の規定によ

り提出があったもの

とみなされる申告書

に係る税金を施行規

則第２２号の４様式

による納付書により

納付しなければなら

ない。 

 

 

 

 

２～９ 略 
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る特定法人である内

国法人は、第１項の

規定により、納税申

告書により行うこと

とされている法人の

市民税の申告につい

ては、同項の規定に

かかわらず、同条第

４２項及び施行規則

で定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項及

び第１２項において

「申告書記載事項」

という。）を、法第

７６２条第１号に規

定する地方税関係手

続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第

１２項において「機

構」という。）を経

由して行う方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

 

１１ 前項の規定によ

り行われた同項の申

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る特定法人である内

国法人は、第１項の

規定により、納税申

告書により行うこと

とされている法人の

市民税の申告につい

ては、同項の規定に

かかわらず、同条第

４２項及び施行規則

で定めるところによ

り、納税申告書に記

載すべきものとされ

ている事項（次項に

おいて「申告書記載

事項」という。）

を、法第７６２条第

１号に規定する地方

税関係手続用電子情

報処理組織を使用

し、かつ、地方税共

同機構（第１２項に

おいて「機構」とい

う。）を経由して行

う方法その他施行規

則で定める方法によ

り市長に提供するこ

とにより、行わなけ

ればならない。 

１１ 前項の規定によ

り行われた同項の申
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告については、申告

書記載事項が記載さ

れた納税申告書によ

り行われたものとみ

なして、この条例又

はこれに基づく規則

の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定

により行われた同項

の申告は、申告書記

載事項が法第７６２

条第１号の機構の使

用に係る電子計算機

（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

１３ 第１０項の内国

法人が、電気通信回

線の故障、災害その

他の理由により地方

税関係手続用電子情

報処理組織を使用す

ることが困難である

と認められる場合

で、かつ、同項の規

定を適用しないで納

税申告書を提出する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告については、申告

書記載事項が記載さ

れた納税申告書によ

り行われたものとみ

なして、この条例又

はこれに基づく規則

の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定

により行われた同項

の申告は、法第７６

２条第１号の機構の

使用に係る電子計算

機（入出力装置を含

む。）に備えられた

ファイルへの記録が

された時に同項に規

定する市長に到達し

たものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

ことができると認め

られる場合におい

て、同項の規定を適

用しないで納税申告

書を提出することに

ついて市長の承認を

受けたときは、当該

市長が指定する期間

内に行う同項の申告

については、前３項

の規定は、適用しな

い。法人税法第７５

条の４第２項の申請

書を同項に規定する

納税地の所轄税務署

長に提出した第１０

項の内国法人が、当

該税務署長の承認を

受け、又は当該税務

署長の却下の処分を

受けていない旨を記

載した施行規則で定

める書類を、納税申

告書の提出期限の前

日までに、又は納税

申告書に添付して当

該提出期限までに、

市長に提出した場合

における当該税務署

長が指定する期間内
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に行う同項の申告に

ついても、同様とす

る。 

１４ 前項前段の承認

を受けようとする内

国法人は、同項前段

の規定の適用を受け

ることが必要となっ

た事情、同項前段の

規定による指定を受

けようとする期間そ

の他施行規則で定め

る事項を記載した申

請書に施行規則で定

める書類を添付し

て、当該期間の開始

の日の１５日前まで

に、これを市長に提

出しなければならな

い。 

１５ 第１３項の規定

の適用を受けている

内国法人は、第１０

項の申告につき第１

３項の規定の適用を

受けることをやめよ

うとするときは、そ

の旨その他施行規則

で定める事項を記載

した届出書を市長に
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提出しなければなら

ない。 

１６ 第１３項前段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、法第３２１条の

８第５１項の処分又

は前項の届出書の提

出があったときは、

これらの処分又は届

出書の提出があった

日の翌日以後の第１

３項前段の期間内に

行う第１０項の申告

については、第１３

項前段の規定は適用

しない。ただし、当

該内国法人が、同日

以後新たに同項前段

の承認を受けたとき

は、この限りでな

い。 

１７ 第１３項後段の

規定の適用を受けて

いる内国法人につ

き、第１５項の届出

書の提出又は法人税

法第７５条の４第３

項若しくは第６項

（同法第８１条の２
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４の３第２項におい

て準用する場合を含

む。）の処分があっ

たときは、これらの

届出書の提出又は処

分があった日の翌日

以後の第１３項後段

の期間内に行う第１

０項の申告について

は、第１３項後段の

規定は適用しない。

ただし、当該内国法

人が、同日以後新た

に同項後段の書類を

提出したときは、こ

の限りでない。 

 

略 

 

 （種別割の税率） 

 

第８２条 次の各号に

掲げる軽自動車等に

対して課する種別割

の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該

各号に定める額とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 軽自動車及び小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 （軽自動車税の税

率） 

第８２条 軽自動車税

の税率は、次の各号

に掲げる軽自動車等

に対し、１台につい

て、それぞれ当該各

号に定める額とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 軽自動車及び小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 （種別割の税率） 

 

第８２条 次の各号に

掲げる軽自動車等に

対して課する種別割

の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該

各号に定める額とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 軽自動車及び小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 （軽自動車税の税

率） 

第８２条 軽自動車税

の税率は、次の各号

に掲げる軽自動車等

に対し、１台につい

て、それぞれ当該各

号に定める額とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 軽自動車及び小
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型特殊自動車 

  ア 軽自動車 

   (ｱ) ２輪のもの

（側車付の

も の を 含

む。） 年

額 ３，６

００円 

   (ｲ) ３輪のもの

 年額 ３，

９００円 

   (ｳ) ４輪以上の

もの 

    ａ 乗用のも

の 

       営業用

 年額 

６，９０

０円 

       自家用

 年額 

１０，８

００円 

    ｂ 貨物用の

もの 

       営業用

 年額 

３，８０

０円 

       自家用

型特殊自動車 

  ア 軽自動車 

   ２輪のもの（側

車付のものを含

む。） 年額 

３，６００円 

 

 

   ３輪のもの 年

額 ３，９００円 

 

   ４輪以上のもの 

 

    乗用のもの 

 

     営業用 年

額 ６，９０

０円 

 

     自家用 年

額 １０，８

００円 

 

    貨物用のもの 

 

     営業用 年

額 ３，８０

０円 

 

     自家用 年

型特殊自動車 

  ア 軽自動車 

   (ｱ) ２輪のもの

（側車付の

も の を 含

む。） 年

額 ３，６

００円 

   (ｲ) ３輪のもの

 年額 ３，

９００円 

   (ｳ) ４輪以上の

もの 

    ａ 乗用のも

の 

      営業用 

年額 ６，

９００円 

 

      自家用 

年 額  １

０，８００

円 

    ｂ 貨物用の

もの 

      営業用 

年額 ３，

８００円 

 

      自家用 

型特殊自動車 

  ア 軽自動車 

   ２輪のもの（側

車付のものを含

む。） 年額 

３，６００円 

 

 

   ３輪のもの 年

額 ３，９００円 

 

   ４輪以上のもの 

 

    乗用のもの 

 

     営業用 年

額 ６，９０

０円 

 

     自家用 年

額 １０，８

００円 

 

    貨物用のもの 

 

     営業用 年

額 ３，８０

０円 

 

     自家用 年
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 年額 

５，００

０円 

  イ 略 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （軽自動車税の環境

性能割の税率の特

例） 

第１５条の６ 営業用

の３輪以上の軽自動

車に対する第８１条

の４の規定の適用に

ついては、当分の

間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 

２ 自家用の３輪以上

の軽自動車に対する

第８１条の４（第３

号に係る部分に限

額 ５，００

０円 

  イ 略 

 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年額 ５，

０００円 

  イ 略 

 

 

略 

 

   附 則 

 

略 

 

 （軽自動車税の環境

性能割の税率の特

例） 

第１５条の６ 営業用

の３輪以上の軽自動

車に対する第８１条

の４の規定の適用に

ついては、当分の

間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 

２ 自家用の３輪以上

の軽自動車に対する

第８１条の４（第３

号に係る部分に限

額 ５，００

０円 

  イ 略 

 

 

略 

 

   附 則 

 

略 
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る。）の規定の適用

については、当分の

間、同号中「１００

分の３」とあるの

は、「１００分の

２」とする。 

 

 （軽自動車税の種別

割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３

０条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自

動車が最初の法第４

４４条第３項に規定

する車両番号の指定

（以下この条におい

て「初回車両番号指

定」という。）を受

けた月から起算して

１４年を経過した月

の属する年度以後の

年度分の軽自動車税

の種別割に係る第８

２条の規定の適用に

ついては、当分の

間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の税率

の特例） 

第１６条 平成１８年

３月３１日までに初

めて道路運送車両法

第６０条第１項後段

の規定による車両番

号の指定（次項から

第４項までにおいて

「初回車両番号指

定」という。）を受

けた法附則第３０条

第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に

対する平成３１年度

分の軽自動車税に係

る第８２条の規定の

適用については、当

分の間、同条第２号

ア中次の表の左欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

る。）の規定の適用

については、同号中

「１００分の３」と

あるのは、「１００

分の２」とする。 

 

 

 （軽自動車税の種別

割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３

０条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自

動車が最初の法第４

４４条第３項に規定

する車両番号の指定

（以下この条におい

て「初回車両番号指

定」という。）を受

けた月から起算して

１４年を経過した月

の属する年度以後の

年度分の軽自動車税

の種別割に係る第８

２条の規定の適用に

ついては、当分の

間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同

 

 

 

 

 

 

 

 （軽自動車税の税率

の特例） 

第１６条 法附則第３

０条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動

車に対する当該軽自

動車が初めて道路運

送車両法第６０条第

１項後段の規定によ

る車両番号の指定

（以下この条におい

て「初回車両番号指

定」という。）を受

けた月から起算して

１４年を経過した月

の属する年度以後の

年度分の軽自動車税

に係る第８２条の規

定の適用について

は、当分の間、同条

第２号ア中次の表の

左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の
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表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の右欄に掲げる字

句とする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右欄に掲げる字句と

する。 

略 

２ 法附則第３０条第

３項第１号及び第２

号に規定する３輪以

上の軽自動車に対す

る第８２条の規定の

適用については、当

該軽自動車が平成２

８年４月１日から平

成２９年３月３１日

までの間に初回車両

番号指定を受けた場

合において、平成２

９年度分の軽自動車

税に限り、同条第２

号ア中次の表の左欄

に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

３ ， ９

００円 

１，０

００円 

６ ， ９

００円 

１，８

００円 

１ ０ ，

８ ０ ０

円 

２，７

００円 

３ ， ８ １，０
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００円 ００円 

５ ， ０

００円 

１，３

００円 

３ 法附則第３０条第

４項第１号及び第２

号に規定する３輪以

上の軽自動車（ガソ

リンを内燃機関の燃

料として用いるもの

に限る。以下この条

（第５項を除く。）

において同じ）に対

する第８２条の規定

の適用については、

当該軽自動車が平成

２８年４月１日から

平成２９年３月３１

日までの間に初回車

両番号指定を受けた

場合において、平成

２９年度分の軽自動

車税に限り、同条第

２号ア中次の表の左

欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とす

る。 

３ ， ９

００円 

２，０

００円 
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６ ， ９

００円 

３，５

００円 

１ ０ ，

８ ０ ０

円 

５，４

００円 

３ ， ８

００円 

１，９

００円 

５ ， ０

００円 

２，５

００円 

４ 法附則第３０条第

５項第１号及び第２

号に規定する３輪以

上の軽自動車（前項

の規定の適用を受け

るものを除く。）に

対する第８２条の規

定の適用について

は、当該軽自動車が

平成２８年４月１日

から平成２９年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

けた場合において、

平成２９年度分の軽

自動車税に限り、同

条第２号ア中次の表

の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句と

する。 
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２ 法附則第３０条第

６項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法附則第３０条第

２項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法附則第３０条第

６項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

３ ， ９

００円 

３，０

００円 

６ ， ９

００円 

５，２

００円 

１ ０ ，

８ ０ ０

円 

８，１

００円 

３ ， ８

００円 

２，９

００円 

５ ， ０

００円 

３，８

００円 

５ 法附則第３０条第

６項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受
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けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法附則第３０条第

７項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

第２

号ア 

３，

９０

０円 

１，

００

０円 

６，

９０

０円 

１，

８０

０円 

１０

，８

００

円 

２，

７０

０円 

３，

８０

０円 

１，

００

０円 

５，

００

０円 

１，

３０

０円 

３ 法附則第３０条第

３項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車（ガソリ

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法附則第３０条第

７項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、同条第２

号ア中第２項の表の

左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 法附則第３０条第

７項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車に対する
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第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

 

 

 

 

略 

 

 

ンを内燃機関の燃料

として用いるものに

限る。以下この項及

び次項において同

じ。）に対する第８

２条の規定の適用に

ついては、当該軽自

動車が平成２９年４

月１日から平成３０

年３月３１日までの

間に初回車両番号指

定を受けた場合には

平成３０年度分の軽

自動車税に限り、当

該軽自動車が平成３

０年４月１日から平

成３１年３月３１日

までの間に初回車両

番号指定を受けた場

合には平成３１年度

分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字

句とする。 

第２

号ア 

３，

９０

０円 

２，

００

０円 

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

 

 

 

 

略 

 

 

第８２条の規定の適

用については、当該

軽自動車が平成２９

年４月１日から平成

３０年３月３１日ま

での間に初回車両番

号指定を受けた場合

には平成３０年度分

の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が

平成３０年４月１日

から平成３１年３月

３１日までの間に初

回車両番号指定を受

けた場合には平成３

１年度分の軽自動車

税に限り、同条第２

号ア中第３項の表の

左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句と

する。 
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４ 法附則第３０条第

８項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車（前項の

規定の適用を受ける

ものを除く。）に対

する第８２条の規定

の適用については、

当該軽自動車が平成

２９年４月１日から

平成３０年３月３１

日までの間に初回車

両番号指定を受けた

場合には平成３０年

度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１

６，

９０

０円 

３，

５０

０円 

１

０，

８０

０円 

５，

４０

０円 

３，

８０

０円 

１，

９０

０円 

５，

００

０円 

２，

５０

０円 

４ 法附則第３０条第

４項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車（前項の

規定の適用を受ける

ものを除く。）に対

する第８２条の規定

の適用については、

当該軽自動車が平成

２９年４月１日から

平成３０年３月３１

日までの間に初回車

両番号指定を受けた

場合には平成３０年

度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 法附則第３０条第

８項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車（前項の

規定の適用を受ける

ものを除く。）に対

する第８２条の規定

の適用については、

当該軽自動車が平成

２９年４月１日から

平成３０年３月３１

日までの間に初回車

両番号指定を受けた

場合には平成３０年

度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 法附則第３０条第

８項第１号及び第２

号に掲げる３輪以上

の軽自動車（前項の

規定の適用を受ける

ものを除く。）に対

する第８２条の規定

の適用については、

当該軽自動車が平成

２９年４月１日から

平成３０年３月３１

日までの間に初回車

両番号指定を受けた

場合には平成３０年

度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車

が平成３０年４月１
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日から平成３１年３

月３１日までの間に

初回車両番号指定を

受けた場合には平成

３１年度分の軽自動

車税に限り、次の表

の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

  

日から平成３１年３

月３１日までの間に

初回車両番号指定を

受けた場合には平成

３１年度分の軽自動

車税に限り、次の表

の左欄に掲げる同条

の規定中同表中欄に

掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第２

号ア 

３，

９０

０円 

３，

００

０円 

６，

９０

０円 

５，

２０

０円 

１０

，８

００

円 

８，

１０

０円 

３，

８０

０円 

２，

９０

０円 

５，

００

０円 

３，

８０

０円 

 

略  

日から平成３１年３

月３１日までの間に

初回車両番号指定を

受けた場合には平成

３１年度分の軽自動

車税に限り、次の表

の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

  

日から平成３１年３

月３１日までの間に

初回車両番号指定を

受けた場合には平成

３１年度分の軽自動

車税に限り、同条第

２号ア中第４項の表

の左欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 
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   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第１条中吉川市税条例第１８条の３、第１

９条、第３４条の４及び第８０条の改正、第

８０条の２を削る改正、第８１条の改正、同

条の次に８条を加える改正、第８２条、第８

３条、第８５条及び第８７条から第９１条ま

での改正、附則第１５条の次に５条を加える

改正、附則第１６条及び附則第１６条の２の

改正並びに第２条中吉川市税条例第９４条の

改正並びに第６条、次条第３項及び附則第４

条の規定 令和元年１０月１日 

 (5) 第１条中吉川市税条例第２３条及び第４８

条の改正並びに次条第４項の規定 令和２年

４月１日 

 (6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定

 令和２年１０月１日 

 (7) 第１条中吉川市税条例第３４条の２及び第

３４条の６の改正、第２条中吉川市税条例第

２４条及び附則第５条の改正並びに次条第２

項の規定 令和３年１月１日 

 (8) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の

規定 令和３年１０月１日 

 (9) 第５条の規定 令和４年１０月１日 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 (1)～(3) 略 

 (4) 第１条中吉川市税条例第１８条の３、第１

９条、第３４条の４及び第８０条の改正、第

８０条の２を削る改正、第８１条の改正、同

条の次に８条を加える改正、第８２条、第８

３条、第８５条及び第８７条から第９１条ま

での改正、附則第１５条の次に５条を加える

改正、附則第１６条及び附則第１６条の２の

改正並びに第２条中吉川市税条例第９４条の

改正並びに第６条、次条第３項及び附則第４

条の規定 平成３１年１０月１日 

 (5) 第１条中吉川市税条例第２３条及び第４８

条の改正並びに次条第４項の規定 平成３２

年４月１日 

 (6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定

 平成３２年１０月１日 

 (7) 第１条中吉川市税条例第３４条の２及び第

３４条の６の改正、第２条中吉川市税条例第

２４条及び附則第５条の改正並びに次条第２

項の規定 平成３３年１月１日 

 (8) 第４条並びに附則第１０条及び第１１条の

規定 平成３３年１０月１日 

 (9) 第５条の規定 平成３４年１０月１日 
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 (10) 略 

 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の

吉川市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の吉川

市税条例の規定中個人の市民税に関する部分

は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、令和２年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

３及び４ 略 

 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する

部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し、令和元年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例による。 

 

 

 （手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措

置） 

第７条 平成３０年１０月１日から令和元年９月

３０日までの間における前条第４項の規定の適

用については、同項の表第１９条第３号の項中

「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１

項」とあるのは、「第９８条第１項」とする。 

 (10) 略 

 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の

吉川市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成３０年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の吉川

市税条例の規定中個人の市民税に関する部分

は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３２年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

３及び４ 略 

 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 略 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する

部分は、平成３２年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、平成３１年度分ま

での軽自動車税については、なお従前の例によ

る。 

 

 （手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措

置） 

第７条 平成３０年１０月１日から平成３１年９

月３０日までの間における前条第４項の規定の

適用については、同項の表第１９条第３号の項

中「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第

１項」とあるのは、「第９８条第１項」とす
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 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 令和２年１０月１日前に売渡し等が行わ

れた製造たばこを同日に販売のため所持する卸

売販売業者等又は小売販売業者がある場合にお

いて、これらの者が所得税法等改正法附則第５

１条第９項の規定により製造たばこの製造者と

して当該製造たばこを同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定により市たばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として

当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等

である場合には市の区域内に所在する貯蔵場

所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合に

おける市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号。附則第１１条第２項において

「平成３０年改正規則」という。）別記第２号

様式による申告書を令和２年１１月２日までに

市長に提出しなければならない。 

る。 

 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行

われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第９項の規定により製造たばこの製造者

として当該製造たばこを同日にこれらの者の製

造たばこの製造場から移出したものとみなして

同項の規定により市たばこ税を課されることと

なるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場

所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合に

おける市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法

施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号。附則第１１条第２項において

「平成３０年改正規則」という。）別記第２号

様式による申告書を平成３２年１１月２日まで

に市長に提出しなければならない。 
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３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令

和３年３月３１日までに、その申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。 

４及び５ 略 

 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 令和３年１０月１日前に売渡し等が行

われた製造たばこを同日に販売のため所持する

卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第１１項の規定により製造たばこの製造

者として当該製造たばこを同日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることと

なるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者

等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場

所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合に

おける市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成３０

年改正規則別記第２号様式による申告書を令和

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平

成３３年３月３１日までに、その申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。 

４及び５ 略 

 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第１１条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則

第５１条第１１項の規定により製造たばこの製

造者として当該製造たばこを同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものとみな

して同項の規定によりたばこ税を課されること

となるときは、これらの者が卸売販売業者等と

して当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵

場所、これらの者が小売販売業者である場合に

は市の区域内に所在する当該製造たばこを直接

管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したもの

とみなして、市たばこ税を課する。この場合に

おける市たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場

所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成３０

年改正規則別記第２号様式による申告書を平成
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３年１１月１日までに市長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令

和４年３月３１日までに、その申告に係る税金

を施行規則第３４号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。 

  

３３年１１月１日までに市長に提出しなければ

ならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平

成３４年３月３１日までに、その申告に係る税

金を施行規則第３４号の２の５様式による納付

書によって納付しなければならない。 

  

 

 （吉川市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 吉川市税条例の一部を改正する条例（平成３１年吉川市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施

行する。ただし、第３４条の７の改正、附則第

７条の４、第９条第１項から第３項まで及び第

９条の２の改正並びに次条第２項から第４項ま

での規定は、令和元年６月１日から施行する。 

 

 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例

による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」

という。）の規定中個人の市民税に関する部分

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施

行する。ただし、第３４条の７の改正、附則第

７条の４、第９条第１項から第３項まで及び第

９条の２の改正並びに次条第２項から第４項ま

での規定は、平成３１年６月１日から施行す

る。 

 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例

による改正後の吉川市税条例（以下「新条例」

という。）の規定中個人の市民税に関する部分
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は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、平成３０年度分までの個人の市

民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及

び第９条の２の規定は、令和２年度以後の年度

分の個人の市民税について適用し、令和元年度

分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の

２の規定の適用については、令和２年度分の個

人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 特例控除対象寄附金又は同条第１項第１

号に掲げる寄附金（令和元年６月１日前

に支出したものに限る。） 

特例控除対象寄附金又は法第３１４条の

７第１項第１号に掲げる寄附金（令和元

年６月１日前に支出したものに限る。） 

 

略 

４ 略 

 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和元年度以後の年度の固定資産税につい

て適用し、平成３０年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及

び第９条の２の規定は、平成３２年度以後の年

度分の個人の市民税について適用し、平成３１

年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の

２の規定の適用については、平成３２年度分の

個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 特例控除対象寄附金又は同条第１項第１

号に掲げる寄附金（平成３１年６月１日

前に支出したものに限る。） 

特例控除対象寄附金又は法第３１４条の

７第１項第１号に掲げる寄附金（平成３

１年６月１日前に支出したものに限

る。） 

略 

４ 略 

 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、平成３１年度以後の年度の固定資産税につ

いて適用し、平成３０年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

 

 （軽自動車税に関する経過措置） 
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第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分

は、令和元年度分の軽自動車税について適用

し、平成３０年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。 

  

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分

は、平成３１年度分の軽自動車税について適用

し、平成３０年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中吉川市税条例附則第６条、第７条の３の２、第８条、第１１条の見出し、

第１１条の２（見出しを含む。）、第１２条（見出しを含む。）、第１２条の２、

第１３条（見出しを含む。）、第１３条の３、第１５条、第１７条の２、第２２条

及び第２３条の改正並びに第３条から第５条までの規定 公布の日 

 (2) 第１条（前号、次号及び第４号に掲げる改正を除く。）及び附則第４条の規定 令

和元年１０月１日 

 (3) 第１条中吉川市税条例第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、

第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正、第３６条の３の２、第３６

条の３の３及び第３６条の４第１項の改正並びに次条の規定 令和２年１月１日 

 (4) 第１条中吉川市税条例第２４条の改正及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

 (5) 第２条及び附則第５条の規定 令和３年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の吉川市税条例（次項及び第３項に

おいて「２年新条例」という。）第３６条の２第６項の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合

について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分ま

での個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附則第

１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき吉川市税条例第３６条の

２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第３６条の３の２第１項及び第

２項に規定する申告書について適用する。 
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３ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６

号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項に

おいて「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所

得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２年新

条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第３条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の吉川市税条例第２４条第１項（第

２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の吉

川市税条例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割

に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車

に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の吉川市税条例の規定は、令和３年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。 

令和元年５月３１日提出 

                             吉川市長 中原恵人 

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）が公布されたことに伴い、

個人の市民税の非課税措置及び軽自動車税の種別割の税率の特例規定等を整備するととも

に、所要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第５２号議案 

   吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「追加項号」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項号を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （保育所等との連携） 

第２３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。第３号において同じ。）又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業

所等の職員の病気、休暇等により保育を提供

 

 （保育所等との連携） 

第２３条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に

対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了後も満

３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成１８年法律第１２０号）第６条第１項

に規定する法律に定める学校において行われる

教育をいう。第３号において同じ。）又は保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1) 略 

 (2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業

所等の職員の病気、休暇等により保育を提供
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することができない場合に、当該家庭的保育

事業者等に代わって提供する保育をいう。以

下この条において同じ。）を提供すること。 

 (3) 略 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育

の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認める場合であって、次に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定

を適用しないこととすることができる。 

 (1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行

う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任

の所在が明確化されていること。 

 (2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂

行に支障が生じないようにするための措置が

講じられていること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

 (1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業

等を行う場所又は事業所（次号において「事

業実施場所」という。）以外の場所又は事業

所において代替保育が提供される場合 第３

０条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型

事業者等」という。） 

 (2) 事業実施場所において代替保育が提供され

る場合 事業の規模等を勘案して小規模保育

することができない場合に、当該家庭的保育

事業者等に代わって提供する保育をいう。）

を提供すること。 

 (3) 略 
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事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第

３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認めるときは、同号の規定を適

用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等

は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、

次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のもの

に限る。）であって、市長が適当と認めるもの

を第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第５９条の２第１項の規定による助

成を受けている者の設置する施設（法第６条

の３第１２項に規定する業務を目的とするも

のに限る。） 

 (2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、

法第６条の３第９項第１号に規定する保育を

必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要

する費用に係る地方公共団体の補助を受けて

いるもの 

 

 （居宅訪問型保育事業） 

第４０条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる

保育を提供するものとする。 

 (1) 略 

 (2) 子ども・子育て支援法第３４条第５項又は

第４６条第５項の規定による便宜の提供に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （居宅訪問型保育事業） 

第４０条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる

保育を提供するものとする。 

 (1) 略 

 (2) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３４条第５項又は第４６条第５項
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応するために行う保育 

 

 (3)及び(4) 略 

 

 （連携施設に関する特例） 

第４８条 保育所型事業所内保育事業を行う者に

あっては、連携施設の確保に当たって、第２３

条第１項第１号及び第２号に係る連携協力を求

めることを要しない。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、

法第６条の３第１２項第２号に規定する事業を

行うものであって、市長が適当と認めるもの

（附則第３条において「特例保育所型事業所内

保育事業者」という。）については、第２３条

第１項の規定にかかわらず、連携施設の確保を

しないことができる。 

 

   附 則 

 

 （食事の提供の経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）の前日において現に存する法第３９条

第１項に規定する業務を目的とする施設若しく

は事業を行う者が、施行日以後に家庭的保育事

業等の認可を得た場合においては、施行日から

起算して５年を経過する日までの間は、第１１

条、第２５条第１項第４号（調理設備に係る部

分に限る。）、第２６条第１項本文（調理員に

係る部分に限る。）、第３１条第１号（調理設

備に係る部分に限る。第３５条及び第５１条に

の規定による便宜の提供に対応するために行

う保育 

 (3)及び(4) 略 

 

 （連携施設に関する特例） 

第４８条 保育所型事業所内保育事業を行う者に

あっては、連携施設の確保に当たって、第２３

条第１号及び第２号に係る連携協力を求めるこ

とを要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 （食事の提供の経過措置） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）の前日において現に存する法第３９条

第１項に規定する業務を目的とする施設若しく

は事業を行う者が、施行日以後に家庭的保育事

業等の認可を得た場合においては、施行日から

起算して５年を経過する日までの間は、第１１

条、第２５条第４号（調理設備に係る部分に限

る。）、第２６条第１項本文（調理員に係る部

分に限る。）、第３１条第１号（調理設備に係

る部分に限る。第３５条及び第５１条において
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おいて準用する場合を含む。）及び第４号（調

理設備に係る部分に限る。第３５条及び第５１

条において準用する場合を含む。）、第３２条

第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第

３４条第１項本文（調理員に係る部分に限

る。）、第３６条第１号（調理設備に係る部分

に限る。）及び第４号（調理設備に係る部分に

限る。）、第３７条第１項本文（調理員に係る

部分に限る。）、第４６条第１号（調理室に係

る部分に限る。）及び第４号（調理室に係る部

分に限る。）、第４７条第１項本文（調理員に

係る部分に限る。）並びに第５０条第１項本文

（調理員に係る業務に限る。）の規定は、適用

しないことができる。 

 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保

が著しく困難であって、子ども・子育て支援法

第５９条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第２３条第１項の規定にかか

わらず、施行日から起算して１０年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

 

 （小規模保育事業所Ｂ型及び小規模型事業所内

保育事業所の職員に関する経過措置） 

第４条 第３４条及び第５０条の規定の適用につ

いては、第２６条第２項に規定する家庭的保育

準用する場合を含む。）及び第４号（調理設備

に係る部分に限る。第３５条及び第５１条にお

いて準用する場合を含む。）、第３２条第１項

本文（調理員に係る部分に限る。）、第３４条

第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第

３６条第１号（調理設備に係る部分に限る。）

及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、

第３７条第１項本文（調理員に係る部分に限

る。）、第４６条第１号（調理室に係る部分に

限る。）及び第５号（調理室に係る部分に限

る。）、第４７条第１項本文（調理員に係る部

分に限る。）並びに第５０条第１項本文（調理

員に係る業務に限る。）の規定は、適用しない

ことができる。 

 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保

が著しく困難であって、子ども・子育て支援法

第５９条第４号に規定する事業による支援その

他の必要な適切な支援を行うことができると市

が認める場合は、第２３条第１項本文の規定に

かかわらず、施行日から起算して５年を経過す

る日までの間、連携施設の確保をしないことが

できる。 

 

 

 （小規模保育事業所Ｂ型及び小規模型事業所内

保育事業所の職員に関する経過措置） 

第４条 第３４条及び第５０条の規定の適用につ

いては、第２６条第２項に規定する家庭的保育
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者又は同条第３項に規定する家庭的保育補助者

は、施行日から起算して５年を経過する日まで

の間、第３４条第１項及び第５０条第１項に規

定する保育従事者とみなす。 

  

者又は同条第３項に規定する家庭的保育補助者

は、この省令の施行の日から起算して５年を経

過する日までの間、第３４条第１項及び第５０

条第１項に規定する保育従事者とみなす。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１年厚生

労働省令第４９号）が施行されたことに伴い、連携施設に関する経過措置期間の延長等、

所要の整理をしたいので、この案を提出するものである。 
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第５３号議案 

吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

吉川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分とし、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

（放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了し

たものでなければならない。 

(1)～(9) 略 

４及び５ 略 

 

附 則 

 

 （放課後児童支援員の経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から令和２年３月３

１日までの間、第１３条第３項の規定の適用に

ついては、同行中「修了したもの」とあるの

は、「修了したもの（令和２年３月３１日まで

 

（放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならない。 

 

 

(1)～(9) 略 

４及び５ 略 

 

附 則 

 

 （放課後児童支援員の経過措置） 

第２条 この条例の施行の日から平成３２年３月

３１日までの間、第１３条第３項の規定の適用

については、同項中「修了したもの」とあるの

は、「修了したもの（平成３２年３月３１日ま
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に修了することを予定している者を含む。）」

とする。 

でに修了することを予定している者を含

む。）」とする。 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成３１

年厚生労働省令第５０号）が施行されたことに伴い、放課後児童支援員になるための研修

実施者の規定の追加等を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第５４号議案 

   吉川市保育所条例の一部を改正する条例 

 吉川市保育所条例（昭和６２年吉川町条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （指定保育所の延長保育料） 

第５条 指定管理者は、指定保育所において次の

各号に掲げる延長保育を行うときは、それぞれ

１回当たり当該各号に定める額の範囲内で延長

保育料を定め、これを指定管理者の収入として

収受することができる。 

 (1) 次に掲げる延長保育 ２００円 

  ア 保育必要量が保育標準時間と認定された

当該保育必要量に係る子ども・子育て支援

法第２０条第４項に規定する教育・保育給

付認定子ども（以下「教育・保育給付認定

子ども」という。）に対して土曜日に行う

午後６時後に終了する延長保育 

  イ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る教育・保育給付認定子

どもに対して行う午前８時前に開始する延

長保育 

  ウ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る教育・保育給付認定子

どもに対して行う午後５時後で午後６時以

前に終了する延長保育 

 (2) 保育必要量が保育短時間と認定された当該

 

 （指定保育所の延長保育料） 

第５条 指定管理者は、指定保育所において次の

各号に掲げる延長保育を行うときは、それぞれ

１回当たり当該各号に定める額の範囲内で延長

保育料を定め、これを指定管理者の収入として

収受することができる。 

 (1) 次に掲げる延長保育 ２００円 

  ア 保育必要量が保育標準時間と認定された

当該保育必要量に係る子ども・子育て支援

法第２０条第４項に規定する支給認定子ど

も（以下「支給認定子ども」という。）に

対して土曜日に行う午後６時後に終了する

延長保育 

  イ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る支給認定子どもに対し

て行う午前８時前に開始する延長保育 

 

  ウ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る支給認定子どもに対し

て行う午後５時後で午後６時以前に終了す

る延長保育 

 (2) 保育必要量が保育短時間と認定された当該
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保育必要量に係る教育・保育給付認定子ども

に対して行う午後６時後に終了する延長保育

 ４００円 

２ 次に掲げる延長保育が同一の教育・保育給付

認定子どもに対し同日に行われた場合は、延長

保育は、２回行われたものとみなす。 

 (1)及び(2) 略 

３ 略 

  

保育必要量に係る支給認定子どもに対して行

う午後６時後に終了する延長保育 ４００円 

 

２ 次に掲げる延長保育が同一の支給認定子ども

に対し同日に行われた場合は、延長保育は、２

回行われたものとみなす。 

 (1)及び(2) 略 

３ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）が公布されたこと

に伴い、用語の修正をしたいので、この案を提出するものである。 
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第５５号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その１） 

２ 工事場所  吉川市大字高久地内 

３ 工  期  契約締結日から令和２年３月３１日まで 

４ 請負金額  ２８３，６９０，０００円 

５ 請負業者  住    所 埼玉県吉川市栄町１４３２番地２ 

        氏名又は名称 名倉建設株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 名倉泰史 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川美南駅東口周辺地区１号調整池工事（その１）の請負契約を締結したいので、吉川

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条

例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 

  



103 

諮問第２号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○ 

   氏  名 山﨑秀晃 

   生年月日 ○○○○○○○○ 

  令和元年５月３１日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人権擁護委員の山﨑秀晃氏が令和元年９月３０日をもって任期満了となるため、再度推

薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

 

氏  名  山﨑秀晃 

生年月日  ○○○○○○○○ 

住  所  ○○○○○○○○ 

最終学歴  ○○○○○○○○ 

経  歴 

 平成 ６年１０月から 

            ○○○○○○○○ 

 現在に至る 

 

 平成１３年１２月から 

            吉川市民生委員・児童委員（主任児童委員） 

 平成１９年１１月まで 

 

 平成１５年 ４月から 

            吉川市立第三保育所第三者委員 

 平成１９年 ３月まで 

 

 平成１５年 ５月から 

            少年指導委員（埼玉県公安委員会） 

 現在に至る 

 

 平成１５年 ５月から 

            吉川市立東中学校学校評議員 

 平成１７年 ３月まで 

 

 平成１５年１２月から 

            保護司 

 現在に至る 

 

 平成１９年１０月から 

            人権擁護委員 

 現在に至る 


